
議案第４０号 
   北九州市立高等学校学則の一部改正について 
 北九州市立高等学校学則の一部を改正する規則を次のように定める。 
  令和５年３月３０日提出 
                     北九州市教育委員会 

教育長 田 島 裕 美   
提案理由 北九州市立高等学校の学科及び入学定員を変更する等のため、関係

規定を改める必要があるので、この規則案を提出する。 
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北九州市立高等学校学則の一部改正について 

 

【入学定員の変更】 

北九州市立高等学校には普通科と情報ビジネス科があるが、情報ビジネス科

の志願倍率は年々下降傾向※１にある。卒業後の就職希望者も２割を切っている

（残り８割はほぼ進学希望）ことなどから、同科の入学定員を減員し、減員分

については一定の志願倍率を維持している普通科に組み入れる。 

具体的には、令和６年度の入学者から情報ビジネス科の入学定員を１２０人

から８０人に変更（１学級減）するが、普通科の入学定員については８０人か

ら１２０人に変更（１学級増）※２する。 

【国の普通科改革を踏まえた学科構成の変更】 

国は、約７割の生徒が進学する「普通科」の画一的な在り方を見直し、偏差

値ではなく特色や魅力で選ばれる高校を増やすとともに、授業についても生徒

を惹きつける内容を増やして生徒の学習意欲を高めるため、令和３年に学校教

育法施行規則等の一部を改正した（別添資料のとおり）。 

この改正により、これまでは「普通教育を主とする学科」には「普通科」し

か設置できなかったが、令和４年度から「学際領域に関する学科」（学際的・

複合的な学問分野に関する教科等を設ける学科）と「地域社会に関する学科」

（地域社会が有する課題や魅力に着目した実践的な学びに関する学科）を設け

ることが可能になった。 

本市においては、産業構造や若年人口減などの社会情勢の変化などを踏まえ、

令和元年度に有識者会議「北九州市後期中等教育に関する検討会議」を立ち上

げ、北九州市立高等学校及び戸畑高等専修学校の在り方について協議を重ねて

きた。 

令和３年に、教育委員会では、検討会議での意見などを踏まえ、北九州市立

高等学校については存続させるものの、地域の魅力を生かした特色ある教育内

容の充実などの改革が急務であり、探究的な学習活動の充実や学科構成を変更

（現行の普通科を「地域社会に関する学科」へ）することなどを決定している。 

各設置者は、特色・魅力ある教育内容を表現する名称を学科名とすることが

できるが、変化が激しく、不確実性の高い時代にあって、様々な年齢・分野・

立場の方々と対話・連携・協働しながら、共に未来を創造することを目指す  

学科とすることから、現行の普通科の新たな名称については「未来共創科」に

改称する。 

以上のことから、両科の入学定員と学科構成を変更する等のため、北九州市

立高等学校学則（昭和３９年北九州市教育委員会規則第４号）の関係規定を改

めるもの。 

  

    

     

     

        

        

 

※1 平成 30 年度 普通科 1.19 情報ビジネス科 1.02 

 令和元年度 普通科 1.01 情報ビジネス科 0.80 

 令和２年度 普通科 1.40 情報ビジネス科 1.18 

 令和３年度 普通科 1.18 情報ビジネス科 1.13 

 令和４年度 普通科 1.29 情報ビジネス科 0.90 
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２ 改正内容 

  情報ビジネス科の入学定員を「１２０人」から「８０人」に変更し、普通科

の入学定員は「８０人」から「１２０人」に変更する。 

  学科の名称を「普通科」から「未来共創科」に変更する。 

また、各学科の区分が、高等学校設置基準第５条（学科の種類）のいずれに

属するのかについても明記する。 

 

現行  改正後 

学科 入学定員  学科 入学定員 

普通科 ８０人 
 普通教育を主とする学科  

未来共創科 
１２０人 

情報ビジネス科 １２０人 
 専門教育を主とする学科

情報ビジネス科 
８０人 

合計 ２００人  合計 ２００人 

 

 

３ 施行期日 

  令和６年４月１日 

 

 

４ 経過措置 

改正後の第１条の規定は、令和６年度の入学者から適用し、令和５年度以前

の入学者については、なお従前の例による。 

 

※2 平成 ８年４月１日 ２４０人（商業科１２０人、国際経済科４０人、情報処理科８０人） 

 平成１１年４月１日 ２４０人（商業科１６０人、情報処理科８０人） 

 平成１９年４月１日 ２４０人（普通科８０人、情報ビジネス科１６０人） 

 令和 ２年４月１日 ２００人（普通科８０人、情報ビジネス科１２０人） 
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 北九州市立高等学校学則の一部を改正する規則をここに公布する。 
  令和５年  月  日 

北九州市教育委員会 
教育長 田 島 裕 美   

北九州市教育委員会規則第  号 
   北九州市立高等学校学則の一部を改正する規則 
 北九州市立高等学校学則（昭和３９年北九州市教育委員会規則第４号）の一

部を次のように改正する。 
 第１条各号列記以外の部分中「学科、入学定員及び」を「学科の区分及び名

称、入学定員並びに」に改め、同条第２号を次のように改める。 
 （２） 学科の区分及び名称並びに入学定員 次のとおり 
  ア 普通教育を主とする学科 未来共創科 １２０人 
  イ 専門教育を主とする学科 情報ビジネス科 ８０人 
   付 則 
 （施行期日） 
１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
 （経過措置） 
２ 改正後の第１条の規定は、令和６年度の入学者から適用し、令和５年度以

前の入学者については、なお従前の例による。 
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